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平成 27 年 1 月６日  部課所長会区長挨拶要旨  

 

新年、明けましておめでとうございます。  

職員の皆さんには、気持ちも新たにすがすがしい新年を迎えられ

たことと思います。昨年は、就任早々の私を支えていただき、感謝

しております。今年も、皆さんと一緒に新宿のまちの課題に挑戦し、

区政の発展に全力を尽くしてまいりますので、よろしくお願いいた

します。  

 

昨年を振り返って見ますと、2 月の記録的な大雪と暴風雪に始ま

り、8 月には、西日本を中心に記録的な雨量や日照丌足になりまし

た。また、相次ぐ台風の上陸、西日本から東日本の広範囲にわたる

大雨などにより、全国各地に大きな被害がもたらされました。  

広島県では、1 時間に 120 ミリの猛烈な雨を観測し、住宅地を

巻き込む大規模な土砂崩れが発生しています。  

また、９月の御嶽山の噴火、11 月の長野県北部を震源とする最

大震度６弱の地震など、相次ぐ自然災害により、多くの方が被災し、

また、尊い命が失われました。  

さらに、デング熱やエボラ出血熱といった感染症への対応、社会

的な問題としては、危険ドラッグなど、自然災害に加え、日常的に
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新たなリスクに向き合わなければならない時代となっています。  

区民生活の安全・安心を守るため、区内にはどのようなリスクが

考えられるのかを再検証し、より一層の対策を整えてまいりたいと

思います。  

 

さて、現下の景気動向を見ると、国の大胆な金融政策や機動的な

財政政策、成長戦略により、雇用環境の改善や企業収益の増加など

の効果が現れつつあります。  

しかし、昨年４月の消費税増税の反動や夏場の天候丌順などから、

個人消費の回復が遅れ、また、実質賃金の低下が続くなど、未だそ

の効果が浸透しているとは言えず、為替相場での円安による輸入価

格の高騰など、区民生活への影響も出ています。  

政府の経済政策の効果が賃金上昇へとつながり、消費拡大への好

循環が実現するとともに、成長戦略の実行による持続的な成長の実

現に期待するところです。  

  

 一方、平成２６年度税制改正では、法人住民税の一部国税化に伴

う地方税の創設とその全額を地方交付税の原資とする見直しが行わ

れました。  

 そもそも、法人住民税は、地域での活動やそこで働く人々を支え
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るための施策の財源とするもので、これを地方自治体間の財源調整

に用いることは、地方税の原則を歪めるとともに地方分権に逆行す

るものです。こうしたことから、特別区長会として、「税源偏在是

正議論についての特別区の主張」を表明するとともに国に要望書を

提出し、法人住民税の一部国税化に対する反対を主張しています。  

 

区政を取巻く社会経済情勢は丌透明であり、景気の先行きについ

ても、慎重に見極めていくことが必要です。  

 私は、区民の皆様に最も身近な基礎自治体の長として、「現場・現

実を重視した柔軟かつ総合性の高い区政」、「将来を見据えた政策の

優先順位を明確にした区政」の２点を基本に、区政の課題に積極的

に取り組み、持続的に発展し続ける新しい新宿のまちを全力で創造

してまいります。  

 

次に、本年の区政運営についてお話しします。  

はじめに、「暮らしやすさ１番の新宿」についてです。  

 私は、区民が心豊かに暮らすことができるよう、一人ひとりが尊

重され、それぞれの役割を担いながら、自分らしく生きることがで

きる地域社会の実現を目指します。  

このため、身近なところで健康づくりに取り組む環境を整備し、
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健康寿命を延ばすとともに、誰もが、住み慣れた地域で、暮らし続

けられるよう、地域包括ケアシステムの実現や、介護が必要な方の

ための小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホーム、複

合型サービス、ショートステイなどの地域密着型サービスや在宅サ

ービスを充実します。  

あわせて、在宅介護が困難になった高齢者の生活を支えるため、

公有地を活用して特別養護老人ホームの整備を進めていきます。  

また、今後、増加が見込まれる認知症の早期発見や早期診断、相

談・支援体制の充実を図ります。  

子育て支援については、着実に待機児童の解消を進め、多様化す

る保育ニーズに対する幅の広い保育サービスの充実を図ります。ま

た、一時保育や預かり保育などの在宅子育て家庭の支援、幼児教育

の無償化への段階的な取組みや、放課後子どもひろばの拡充をはじ

め、子どもが安心できる居場所づくり、子育て支援のネットワーク

づくりのほか、女性や若者が活躍できる地域づくりを進めます。  

 学校教育の充実としては、新地方教育行政制度の下、教育行政に

主体的に取り組み、子どもたちの豊かな心と健やかな体づくりを推

進します。   

 また、いじめや丌登校等の防止、特別支援教育の推進など、子ど

も一人ひとりにきめ細かく丁寧に向き合います。  
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 障害者施策については、障害者が住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けられるように、日常生活を支える支援の充実を図るとともに、

地域で生活するための基盤整備を進めます。  

 また、保健、医療、福祉、教育等の連携強化、多様な就労ニーズ

に対する支援、ユニバーサルデザインを基本としたまちづくりなど、

障害者がいきいきと暮らし続けられる環境を整備します。  

 

次に、「新宿の高度防災都市化と安全安心の強化」についてです。 

首都直下地震に備え、災害に強い高度な防災機能を備えた高度防

災都市づくりを行うことが喫緊の課題です。このため、木造住宅密

集地域解消や、特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震診断の 100％

実施、道路の無電柱化等を進めるとともに、分譲マンションの耐震

化の促進など、災害に強いまちづくりにスピード感を持って取り組

み、新宿の高度防災都市化の早期実現を図ります。  

また、災害時の安全を確保するため、災害時要援護者の安全確保

に向けた家具転倒防止対策の支援強化、女性や災害時要援護者の視

点を取り入れた避難所運営体制を確立します。  

 近年多発する大規模な台風や突発的な集中豪雨に対しては日ごろ

からの備えや啓発に取り組んでいきます。  

こうした災害に対し、初動体制を強化するため、重層的な連絡体
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制を構築します。  

また、地域の防犯対策や空き家の適正管理、客引き行為等の防止

対策、危険ドラッグ対策など、日常生活の安全・安心を高め、暮ら

しやすい、安全で安心なまちを実現します。感染症などの新たなリ

スクに対しては、国、都、医療機関等と連携を密にし、万全の体制

で対応します。  

 

次に、「賑わい都市・新宿の創造」についてです。  

 新宿区は、商業・業務・文化・居住機能が集積する魅力ある都市

です。こうした多様性に富んだ都市機能や都市環境を活かし、持続

的に発展する新宿の未来を創るため、「まちづくり長期計画」を策定

します。  

新宿駅周辺地域は、新宿のイメージを代表する重要なエリアであ

り、歌舞伎町では、コマ劇場跡地に都内最大級のシネコンや商業施

設の建設が進められ、エンターテイメントシティとしても期待され

ています。  

このため、新宿駅東西自由通路や駅前広場の整備を進め、新宿駅

周辺の利便性を向上させ、回遊性が高く、魅力的で歩いて楽しいま

ちづくりを進めます。  

中井駅では、南北自由通路と駅前広場、駐輪場、防災コミュニテ
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ィ施設等の整備により、良質な歩行空間を創出します。  

一方、快適な都市空間づくりに向けた屋外広告物ガイドラインの

策定、地域特性を生かした広告物のルールづくりなどを行います。  

また、  区道のバリアフリー化、自転車走行レーンの設置、放置

自転車対策や受動喫煙防止対策など、気持ちよく楽しめるまちづく

りや、街路灯の LED 化の推進など、環境にやさしいまちづくりを

進めます。  

 新宿のまちは、時代の世相を反映させた多様な文化を育み、文化・

芸術はまちの重要な要素となっています。  

このため、「漱石山房」記念館の整備やイベント、多彩な活動や交

流など、新宿区が誇る文化や芸術を発信していきます。また、新宿

クリエイターズ・フェスタなどを拡充し、新宿区の多様な魅力を発

掘・創造・発信していきます。  

こうした取組みを発信するため、一般社団法人新宿観光振興協会

を中心に観光情報の発信や新宿ブランドの創出、観光イベントなど

を開催し、さらなる賑わいづくりに取り組みます。  

 また、魅力ある商店街の活性化として、商店会が実施するイベン

ト、施設整備事業への助成や、空き店舗等を有効活用した賑わいを

創出するための融資を積極的に推進するとともに、商店街灯の LED

化の推進への支援など、環境にも配慮した商店街づくりを進めます。 
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 そして、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催とい

う好機を捉え、文化・観光、都市基盤整備、ユニバーサルデザイン

などの施策を総合的に推進し、国際観光都市・新宿としてのブラン

ド力の向上を図ります。  

 

 次に、「健全な区財政の確立」についてです。  

 健全な区財政を維持し、将来にわたって安定した行政サービスを

提供するため、中期財政見通しを作成し、決算実績や行政評価を踏

まえ、事業見直しの徹底と施策の重点化を図ります。  

 また、新公会計システムを活用し、職員一人ひとりのコスト意識

を高めて資産管理や予算編成、行政評価等に有効活用することで、

区政運営のマネジメントを強化します。  

区有施設については、公共施設等総合管理計画を策定して、統廃

合や集約化、多機能化など施設のあり方や役割を見直し、効果的か

つ効率的な公共施設のマネジメントに取り組みます。  

 

 次に、「好感度１番の区役所」についてです。  

住民にとって最も身近な行政サービスである窓口の好感度を高め

ることは、区民視点で、事務事業や組織体制等を改善していく出発

点です。  
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区民の立場で考え、正確かつ公平、丁寧な応対で、区民の信頼に

応え、区民の相談に対しては、適切な窓口対応で速やかに解決する

ことが必要です。  

また、情報の共有化を図るため、ツイッターやフェイスブックな

どのソーシャルメディアの活用をはじめ、コミュニケーションツー

ルの研究など多様な手段を活用していきます。  

現在、地方分権の取り組みは、「個性を活かし自立した地方」をつ

くる新たなステージへと移行しており、区民とともに地域の実情に

あった区政運営を進めていくことが、より効果的な施策や行政サー

ビスの提供へとつながっていきます。このため、現場・現実に向き

合い、町会・自治会、ＮＰＯをはじめ区民との連携・協働による地

域課題の解決に取り組んでいきます。  

 

最後に、大切なことは、平和であることです。  

新宿区は、国内外の多様な人々が住む懐の深いまちです。互いの

多様性を認め、理解し合い、ルールを守り、相手を思いやることの

できる社会の一員として共に生きていくことが、平和な社会の礎と

なるものです。  

多くの人々が共生する社会の実現と平和な社会づくりに向けた取

組みを一層推進していきましょう。  
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 この一年が職員の皆さんにとって、幸多き年となりますことを願

って、私のあいさつといたします。  


